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「第 26 期定時株主総会決議ご通知」の取り下げのお知らせ 

 

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、2025 年 4 月 24 日開催の当社第 26 期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」）に

おいて、開会後まもなく議場が混乱し、議事進行について紛糾したことから、議事の円滑な

進行が困難な状況となったため、議長の判断により本定時株主総会は流会となりました。 

「第 26 期定時株主総会決議ご通知」につきましては、剰余金の支払い手続きとともに発

送を止めることができなかったことにより、当初の予定通り４月 24 日に発送いたしました

が、取り下げ致したくお知らせ申し上げる次第であります。 

 

なお、改めて臨時株主総会を開催する予定でございます。日程等の詳細につきましては、

決定次第速やかにお知らせ申し上げます。 

  

株主の皆様には、ご心配・ご迷惑をお掛けし、大変申し訳ございませんでした。 

敬具 

  

「第 26 期定時株主総会決議ご通知」の一部訂正のお知らせ 

 

2025 年 4 月 24 日付でご通知いたしました「第 26 期定時株主総会決議ご通知」に一部訂

正がございましたので、お知らせいたします。 

なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

（訂正前）  

報告事項 １．第 26 期（自 2024 年２月１日 至 2025 年１月 31 日）事業報告、連結計

算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果

報告の件 

 ２．第 26 期（自 2024 年２月１日 至 2025 年１月 31 日）計算書類の内容報

告の件 

   本件は、上記の内容を報告いたしました。 

決議事項  

第１号議案  剰余金の処分の件 



 本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき金３円と

決定いたしました。 

第２号議案 取締役６名選任の件 

 本件は原案どおり承認可決され、取締役に右田哲也、稲山昌二、佐藤

和生、齊藤勝久、小手川大助、西川徹矢の６名が選任され、それぞれ就

任いたしました。 

 

 

（訂正後）  

報告事項 １．第 26 期（自 2024 年２月１日 至 2025 年１月 31 日）事業報告、連結計

算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果

報告の件 

 ２．第 26 期（自 2024 年２月１日 至 2025 年１月 31 日）計算書類の内容報

告の件 

   本件は、報告に至りませんでした。 

決議事項  

第１号議案  剰余金の処分の件 

 本件は審議・採決に至りませんでした。 

 ただし、剰余金の処分にいたしましては、手続き的に止めることが 

きないため、１株につき金３円をお支払いいたしました。 

第２号議案 取締役６名選任の件 

 本件は審議・採決に至りませんでした。 

 

以上 

 

 

 


